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事務局HPへ事務局HPへ

2020年歯科診療報酬改定にかかる改善および
2022年歯科診療報酬改定に向けた改善要望（抜粋）

月次支援金　最大20万円

国
会
で
初
の
請
願
採
択

４～７月の売上半減の事業者

子どもの歯科矯正に保険拡充を
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バ
イ
オ
ア
ク
テ
ィ
ブ

作
用
の
付
与

　

近
年
、
抗
菌
性
に
代
表
さ
れ
る

生
体
に
有
益
な
作
用
（
い
わ
ゆ
る

バ
イ
オ
ア
ク
テ
ィ
ブ
作
用
）
を
歯

科
用
材
料
に
付
与
す
る
試
み
が
盛

ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。

　

私
ど
も
は
、
古
く
か
ら
レ
ジ
ン

系
材
料
へ
の
抗
菌
性
付
与
に
関
す

る
研
究
を
進
め
、
抗
菌
性
モ
ノ
マ

ー
Ｍ
Ｄ
Ｐ
Ｂ
を
開
発
し
ま
し
た
。

Ｍ
Ｄ
Ｐ
Ｂ
は
、
未
重
合
状
態
で
強

い
殺
菌
性
を
発
現
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
重
合
に
よ
っ
て
抗
菌
成

分
が
レ
ジ
ン
に
固
定
化
さ
れ
、
接

触
型
の
抗
菌
効
果
を
示
す
ユ
ニ
ー

ク
な
化
合
物
で
す
。
そ
し
て
、
Ｍ

Ｄ
Ｐ
Ｂ
を
配
合
し
た
世
界
初
の
抗

菌
性
接
着
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、

「
ク
リ
ア
フ
ィ
ル
メ
ガ
ボ
ン
ド
Ｆ

Ａ
」
の
実
用
化
に
成
功
し
ま
し

た
。

　

ま
た
、
薬
剤
徐
放
用
キ
ャ
リ
ア

と
し
て
非
生
体
分
解
性
ポ
リ
マ
ー

粒
子
を
開
発
し
、
こ
れ
に
成
長
因

子
や
抗
菌
剤
を
担
持
さ
せ
、
組
織

再
生
誘
導
能
や
抗
菌
剤
の
長
期
徐

放
能
を
備
え
た
歯
科
用
レ
ジ
ン
の

開
発
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

オ
ン
デ
マ
ン
ド
で

作
用
を
発
揮

　

一
方
、
前
述
の
私
ど
も
の
研
究

を
含
め
、
こ
れ
ま
で
の
バ
イ
オ
ア

ク
テ
ィ
ブ
マ
テ
リ
ア
ル
の
開
発

は
、
そ
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
「
持
続

的
な
作
用
」
を
狙
っ
た
も
の
で
し

た
。
し
か
し
、
持
続
的
に
作
用
を

発
揮
す
る
材
料
に
は
、
口
腔
環
境

や
生
体
の
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
に
少

な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う

欠
点
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
私
ど
も
は
、
ワ
ン
ラ

ン
ク
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、

プ
ラ
ー
ク
の
状
態
や
病
態
の
ス
テ

ー
ジ
に
応
じ
て
オ
ン
デ
マ
ン
ド
で

作
用
を
発
揮
す
る 

〝
ス
マ
ー
ト
・

バ
イ
オ
ア
ク
テ
ィ
ブ
マ
テ
リ
ア

ル
〞
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
を
考
案

し
、
研
究
開
発
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
材
料
が
セ
ン

サ
と
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
ー
の
両
方

の
働
き
を
有
し
、
プ
ラ
ー
ク
の
状

態
の
変
化
に
応
じ
て
抗
菌
性
や
歯

質
強
化
成
分
を
放
出
す
る
、
あ
る

い
は
、
疾
患
の
病
態
の
ス
テ
ー
ジ

に
応
じ
て
炎
症
抑
制
や
組
織
再
生

に
有
効
な
成
分
を
順
次
放
出
す
る

機
能
を
も
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
賢

い
」
材
料
で
す
。
現
在
、
オ
ン
デ

マ
ン
ド
放
出
を
可
能
と
す
る
キ
ャ

リ
ア
を
設
計
し
、
実
験
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
ス
マ
ー
ト
・
バ
イ

オ
ア
ク
テ
ィ
ブ
マ
テ
リ
ア
ル
が
実

用
化
に
至
れ
ば
、
歯
科
治
療
体
系

に
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を

も
た
ら
す
も
の
と
期
待
さ
れ
ま

す
。

プラークの状態や病態のステージを感知し、必要に応じてオンデマ
ンドで作用を発揮する新たな材料デザイン“スマート・バイオアク
ティブマテリアル”

支払基金支払基金
〝改革〟の行方〝改革〟の行方⑦⑦
フリーライターフリーライター 橋本　巖 橋本　巖
（元大阪府支払基金職員）（元大阪府支払基金職員）

激
変
す
る
審
査
と
組
織

　

支
払
基
金
の
審
査
と
組
織

の
あ
り
よ
う
が
激
変
し
つ
つ

あ
る
。
そ
れ
は
、
国
の
「
健

康
・
医
療
戦
略
」
に
基
づ
く

規
制
改
革
推
進
会
議
の
答
申

と
閣
議
決
定
に
し
た
が
っ
て

す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

内
容
は
、
筆
者
な
り
に
要
約

　

と
こ
ろ
が
、
「
計
画
」

は
、
こ
れ
を
根
本
的
に
変
え

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

「
こ
れ
ま
で
の
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
は
、
あ
く
ま

で
も
審
査
委
員
に
よ
る
審
査

の
前
捌
き
と
し
て
行
わ
れ
て

き
た
が
、
こ
の
考
え
方
を
１

８
０
度
転
換
す
る
。
今
後
は

医
療
機
関
等
の
請
求
段
階
か

ら
統
一
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
を
中
心
に
据
え
、

そ
れ
で
対
応
し
き
れ
な
い
レ

セ
プ
ト
に
つ
い
て
は
、
支
払

基
金
が
雇
用
す
る
医
師
・
看

護
師
等
の
医
療
専
門
職
等
を

中
心
と
し
た
職
員
に
よ
る
対

応
と
し
、
残
る
重
点
審
査
分

に
限
っ
て
審
査
委
員
の
医
学

的
知
見
を
基
に
対
応
す
る
こ

と
と
す
る
」。

　

「
計
画
」
の
目
指
す
と
こ

ろ
は
、
２
０
２
４
年
に
は
９

割
の
レ
セ
プ
ト
を
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
で
審
査
を
完
結
、
残
る

１
割
程
度
を
職
員
で
完
結
、

ご
く
一
部
を
審
査
委
員
が
審

査
を
行
う
と
い
う
も
の
だ
。

韓
国
の
制
度
を
模
倣

韓
国
の
制
度
を
模
倣

　

こ
の
や
り
方
は
、
韓
国
の

審
査
制
度
（
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ａ
）
を

真
似
た
も
の
だ
（
※
）。
韓

国
の
審
査
院
で
は
、
レ
セ
プ

ト
の
９
割
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

審
査
で
完
結
、
１
割
程
度
は

職
員
で
あ
る
看
護
師
が
審

査
、
残
余
は
審
査
委
員
が
審

査
し
て
お
り
、
「
計
画
」
で

は
、
そ
の
率
は
０
・
０
０
１

％
程
度
と
紹
介
し
て
い
る
。

　

韓
国
の
診
療
報
酬
は
、
出

来
高
制
を
基
本
と
し
て
い
る

日
本
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。

機
械
的
な
模
倣
は
、
暴
挙
以

外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

も
し
、
こ
の
よ
う
な
計
画
が

進
め
ば
、
連
載
③
で
述
べ
た

歯
科
審
査
の
現
状
を
鑑
み
る

と
、
歯
科
の
審
査
は
ほ
ぼ
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
で
完
結
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
で
は
、
医
師
の
裁
量

権
は
否
定
さ
れ
る
に
等
し

く
、
患
者
が
保
険
で
良
い
医

療
を
受
け
る
権
利
で
あ
る

「
受
療
権
」
も
保
障
さ
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

 

（
つ
づ
く
）

※
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
審
査
が
厳
し

い
韓
国
で
は
、
減
額
に
対
す
る

訴
訟
が
増
え
て
い
る
。

　

1
〜
3
の
工
程
表
は
、
図

の
と
お
り
で
あ
る
。

１
８
０
度
転
換

１
８
０
度
転
換

　

ま
ず
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

を
活
用
し
た
審
査
へ
の
転

換
」
で
あ
る
。
支
払
基
金
の

審
査
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
導

入
さ
れ
て
久
し
い
。
そ
の
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
審
査
へ
の
活

用
状
況
は
、
連
載
③
で
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
①
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ

る
疑
義
↓
②
職
員
に
よ
る
捌

き
↓
③
審
査
委
員
に
よ
る
審

査
、
と
な
っ
て
い
る
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
活
用
す
る
と
し

て
も
、
あ
く
ま
で
医
師
の
裁

す
れ
ば
次
の
３
点
で
あ
る

（
２
０
１
７
年
７
月　

厚
生

労
働
省
・

支
払
基
金
策
定

「
支
払
基
金
業
務
効
率
化
・

高
度
化
計
画
」
よ
り　

以
下

「
計
画
」
と
い
う
）

1
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
活
用
し

た
審
査
へ
の
転
換

　

レ
セ
プ
ト
審
査
の
９
割
を

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
完
結

2
組
織
の
ス
リ
ム
化

　

都
道
府
県
支
部
を
全
国
14

の
「
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
」

へ
集
約

3
デ
ー
タ
ー
ヘ
ル
ス
事
業
の

展
開

　

医
療
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
蓄

積
・
分
析
・
提
供

量
権
を
尊
重
し
、
最
終
判
断

は
人
が
決
定
す
る
方
法
で
あ

る
。

図　支払基金の組織・審査変革の工程表（支払基金の資料から作成）

※１　実施時期は、「コンピュータ新システム稼働」から２年後となっているが、確定していない
※２　今秋以降に延期

コンピュータ新システム稼働コンピュータ新システム稼働 ９月９月

マイナンバーカードによる資格確認 ※２マイナンバーカードによる資格確認 ※２ ３月３月

14の審査事務センターへ集約14の審査事務センターへ集約 10月10月

審査の９割をCPで完結 ※１審査の９割をCPで完結 ※１ ？？

2024202320222021

　近ブロが厚労省に提出した「2020年歯科診療報酬改定にかか

る改善および2022年歯科診療報酬改定に向けた改善要望」12項

目のうち主な項目は次のとおり。

・ 基本診療料である歯科初診料・歯科再診料は大幅に引き上げること。基本

診療料への減算制度は撤回・廃止すること。

・ 減算制度が存続する場合であっても、届出に必要な研修は、公的責任です

べての医療機関が受講できる措置を講じること。特に新規開業医は、研修

に関する様式２の８について、様式２の６の再届出と同様の猶予措置を講

じること。

・ 歯科疾患管理料の１回目の算定について、初診月の場合は100分の80に減

算されたが、臨床上まったく妥当性がないので撤廃すること。

・ 歯周病の重症化予防として新設された歯周病重症化予防治療（Ｐ重防）

は、未だに診療現場で混乱が起きている。早急に通知や疑義解釈での明確

化や周知徹底を求めるとともに、臨床現場に合った簡素な体系に改めるこ

と。

・ 金銀パラジウム合金の材料告示は、基準改定および随時改定いずれの場合

も「逆ザヤ」が生じないよう実勢価格に基づき実施すること。特に、随時

改定については、価格上昇に即時対応できるよう基準を抜本的に見直すこ

と。

　

経
済
産
業
省
・
中
小
企
業

庁
は
６
月
16
日
、
２
０
２
１

年
４
月
以
降
の
緊
急
事
態
宣

言
又
は
ま
ん
延
防
止
等
重
点

措
置
の
影
響
を
受
け
、
月
間

売
上
が
50
％
以
上
減
少
し
た

事
業
者
を
支
援
す
る
「
緊
急

事
態
措
置
又
は
ま
ん
延
防
止

等
重
点
措
置
の
影
響
緩
和
に

係
る
月
次
支
援
金
」
（
以
下

「
月
次
支
援
金
」
）
の
申
請

受
け
付
け
を
開
始
し
た
。

　

申
請
は
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
か

ら
登
録
確
認
機
関
で
事
前
確

認
を
受
け
た
上
で
の
電
子
申

請
が
原
則
。
電
子
申
請
の
手

続
き
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
申

請
サ
ポ
ー
ト
会
場
」（
要
予

約
）
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

先
の
第
２
０
４
回
通
常
国
会
で
６
月
16
日
、

「
子
ど
も
の
歯
科
矯
正
へ
の
保
険
適
用
の
拡
充
に

関
す
る
請
願
」
が
、
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

同
請
願
の
採
択
は
初
め
て
と
な
る
。

　

請
願
は
、
学
校
歯
科
健
診
で

合
異
常
（
不
正

合
）
を
指
摘
さ
れ
て
も
多
く
が
保
険
適
用
外
と

な
る
た
め
、
経
済
的
理
由
か
ら
受
診
・
治
療
で
き

な
い
子
ど
も
が
い
る
と
指
摘
。「
学
校
保
健
安
全

法
に
よ
る
健
診
の
場
で
指
摘
さ
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
対
応
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
法
の
趣
旨
に

反
す
る
」
と
し
て
い
る
。

　

請
願
は
、
「
保
険
適
用
拡
大
を
願
う
会
」
の
小

尾
直
子
氏
が
提
出
。
協
会
も
加
わ
る
「
保
険
で
良

い
歯
科
医
療
を
」
全
国
連
絡
会
も
署
名
に
取
り
組

ん
で
き
た
。
請
願
の
紹
介
議
員
に
は
宮
本
徹
衆
院

議
員
（
共
産
）
が
な
っ
て
い
る
。

【給付上限月額】

　個人事業者10万円／中小法人等20万円

【給付対象】次の２点を満たすこと

　① 緊急事態宣言又はまん延防止等重点

措置の影響を受けている

　② 19年又は20年同月比の月間売上が50

％以上減少している

【申請期間】

　４・５月分：21年６月16日～８月15日

　６月分：７月１日～８月15日

　７月分：８月１日～９月30日

【申請相談】

（電話相談窓口）ＩＰ電話専用回線：

03-6629-0479、（申請サポート会場の予

約）0120-211-240、いずれも８時30分～

19時（土日、祝日含む全日対応）


